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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第91期

第１四半期
連結累計期間

第92期
第１四半期
連結累計期間

第91期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (千円) 14,549,942 15,541,211 61,488,412

経常利益 (千円) 1,001,473 1,239,956 4,083,690

四半期(当期)純利益 (千円) 605,974 804,078 2,349,305

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,481,851 1,199,343 4,868,205

純資産額 (千円) 70,319,169 75,926,740 73,258,814

総資産額 (千円) 83,756,723 89,984,335 89,150,281

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 20.17 26.77 78.21

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 81.14 81.61 79.46
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内

容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社および連結子会社）が

判断したものであります。

 

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引き上げ後の個人消費および住宅投資の落ち込みは

みられるものの、製造業を中心として設備投資が増加傾向にあり、雇用・所得環境も改善し、景気は回復傾向が見

受けられます。

このような環境のなかで、当社グループが営業の基盤を置く名古屋港の港湾貨物は、工作機械や航空機部品の輸

出は増加しましたが、自動車の輸出や液化天然ガスの輸入が減少しました。

当社グループといたしましては、輸出貨物は、名古屋港の傾向と同様に、工作機械や航空機部品の取扱が増加

し、自動車の取扱が減少となりました。輸入貨物は、食糧やとうもろこしの取扱が増加となりましたが、非鉄金属

の取扱は減少となりました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの連結売上高は155億41百万円と前年同期と比べ９億

91　百万円（6.8％）の増収となりました。

営業利益は、８億77百万円と前年同期と比べ97百万円（12.4％）の増益となりました。

経常利益は、12億39百万円と前年同期と比べ２億38百万円（23.8％）の増益となりました。

四半期純利益は、８億４百万円と前年同期と比べ１億98百万円（32.7％）の増益となりました。

 

セグメントの業績は次のとおりであります。

 

① 港湾運送およびその関連

（港湾運送部門）

当部門は、自動車船および在来船等の船内作業は減少しましたが、沿岸作業が増加となりました。

売上高といたしましては、89億89百万円と前年同期と比べ２億４百万円 (2.3％）の増収となりました。
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（倉庫保管部門）

当部門は、国内保管貨物の取扱は横ばいでしたが、海外倉庫保管貨物の取扱が増加となりました。

売上高といたしましては、15億93百万円と前年同期と比べ１億58百万円 (11.0％）の増収となりました。

（陸上運送部門）

当部門は、国内景気の回復を受け、コンテナ輸送および国内貨物輸送を中心に増加となりました。

売上高といたしましては、27億96百万円と前年同期と比べ２億14百万円 (8.3％）の増収となりました。

（航空貨物運送部門）

当部門は、航空貨物需要の高まりにより、輸出入ともに取扱は増加となりました。

売上高といたしましては、９億36百万円と前年同期と比べ２億８百万円 (28.5％）の増収となりました。

（その他の部門）

当部門は、梱包作業の増加と発電および売電事業の拡大により、増加となりました。

売上高といたしましては、10億24百万円と前年同期と比べ１億61百万円 (18.8％）の増収となりました。

これらの結果、港湾運送およびその関連の売上高は、153億39百万円と前年同期と比べ９億47百万円（6.6％）の

増収、セグメント利益（営業利益）は７億29百万円と前年同期と比べ78百万円（12.0％）の増益となりました。

 

② 賃貸

当事業は、倉庫賃貸面積の拡大により、増加となりました。

この結果、賃貸の売上高は２億１百万円と前年同期と比べ43百万円（27.7％）の増収、セグメント利益（営業利

益）は１億44百万円と前年同期と比べ18百万円（14.6％）の増益となりました。

 

（２）財政状態の分析

流動資産は、前連結会計年度末に比べて15億41百万円減少し、291億50百万円（前連結会計年度末比5.0％減）と

なりました。これは、賞与等の支払により現金及び預金が14億87百万円減少したことなどによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて23億76百万円増加し、608億34百万円（前連結会計年度末比4.1％増）と

なりました。これは、株式時価の回復等により投資有価証券が13億61百万円増加したことに加え、退職給付に関す

る会計基準の改正により退職給付に係る資産が９億16百万円増加したことなどによります。

　この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて８億34百万円増加し、899億84百万円（前連結会計年度末比0.9％

増）となりました。

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて13億94百万円減少し、74億52百万円（前連結会計年度末比15.8％減）と

なりました。これは、主として法人税の支払等により未払法人税等が８億65百万円減少したことに加え、賞与の支

払により賞与引当金が６億56百万円減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて４億39百万円減少し、66億４百万円（前連結会計年度末比6.2％減）とな

りました。これは、主として退職給付に関する会計基準の改正により退職給付に係る負債が12億27百万円減少した

一方で、退職給付に関する会計基準の改正及び投資有価証券の時価回復により繰延税金負債の増加が７億97百万円

あったことなどによります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べて26億67百万円増加し、759億26百万円（前連結会計年度末比3.6％増）とな

りました。これは、主として退職給付に関する会計基準の改正により利益剰余金が22億39百万円、投資有価証券の

時価回復によりその他有価証券評価差額金が４億47百万円増加したことなどによります。
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（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新

たに生じた課題はありません。

 

（４）研究開発活動

該当事項はありません。

 

（５）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社グループを取り巻く事業環境は、取扱貨物量の伸び悩みや物流ニーズの多様化、雇用の確保によるコスト増

などの諸問題を抱え、厳しい状況が続くと予想されます。

このような経営環境のなかで、当社グループといたしましては、営業力の強化による取扱貨物量の確保ととも

に、倉庫の集約化や適正な人員配置を図るなど、諸経費の節減に努めることにより、当社グループ経営の一層の強

化・推進をはかり、企業収益の安定化に努力する所存であります。

 

（６）経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、事業における、経済状況・海外事業・自然災害・法令遵守・情報漏洩などの諸リスク

や、当社グループが営んでいる海・陸・空にわたる総合物流事業が公共的使命を有することを認識し、常にサービ

スの向上に努めております。

　当社グループといたしましては、今後におきましても、適正な利潤の確保と会社の安定、成長をはかり、すべて

のステークホルダーに報い、あわせて、名古屋港全体の発展に寄与する所存です。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 33,006,204 33,006,204
名古屋証券取引所
市場第二部

単元株式数は1,000株で
あります。

計 33,006,204 33,006,204 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。　

 

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年４月１日～
平成26年６月30日

― 33,006,204 ― 2,350,704 ― 1,273,431
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成26年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   平成26年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
 普通株式

2,973,000
― ―

完全議決権株式(その他)
 普通株式

29,809,000
29,809 ―

単元未満株式
 普通株式

224,204
― ―

発行済株式総数 33,006,204 ― ―

総株主の議決権 ― 29,809 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成26年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

名港海運株式会社
名古屋市港区入船
二丁目４番６号

2,973,000 ― 2,973,000 9.00

計 ― 2,973,000 ― 2,973,000 9.00
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 15,821,360 14,333,799

  受取手形及び売掛金 11,301,511 11,327,849

  有価証券 119,368 119,383

  繰延税金資産 814,535 510,570

  未収還付法人税等 43,856 16,560

  その他 2,619,415 2,867,720

  貸倒引当金 △28,018 △25,848

  流動資産合計 30,692,029 29,150,035

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 39,481,948 39,564,341

    減価償却累計額 △26,117,129 △26,373,600

    建物及び構築物（純額） 13,364,818 13,190,741

   機械装置及び運搬具 13,010,188 13,614,919

    減価償却累計額 △10,767,024 △10,863,234

    機械装置及び運搬具（純額） 2,243,163 2,751,685

   土地 21,421,454 21,413,563

   リース資産 513,371 530,307

    減価償却累計額 △220,905 △244,933

    リース資産（純額） 292,466 285,373

   建設仮勘定 455,831 512,678

   その他 1,265,086 1,283,909

    減価償却累計額 △952,519 △955,997

    その他（純額） 312,566 327,911

   有形固定資産合計 38,090,302 38,481,953

  無形固定資産 416,440 359,083

  投資その他の資産   

   投資有価証券 17,150,940 18,512,019

   長期貸付金 433,082 432,082

   繰延税金資産 530,808 321,249

   退職給付に係る資産 283,817 1,200,033

   その他 1,746,115 1,723,012

   貸倒引当金 △193,255 △195,135

   投資その他の資産合計 19,951,509 21,993,263

  固定資産合計 58,458,251 60,834,300

 資産合計 89,150,281 89,984,335
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 3,904,660 3,832,222

  短期借入金 300,000 300,000

  リース債務 130,216 121,156

  未払法人税等 897,900 32,553

  賞与引当金 1,472,728 815,730

  その他 2,142,209 2,351,264

  流動負債合計 8,847,715 7,452,928

 固定負債   

  リース債務 228,517 222,454

  繰延税金負債 625,423 1,422,595

  役員退職慰労引当金 13,256 12,862

  退職給付に係る負債 4,974,382 3,747,248

  資産除去債務 421,813 422,841

  未払役員退職慰労金 477,100 475,525

  負ののれん 702 -

  その他 302,555 301,139

  固定負債合計 7,043,751 6,604,667

 負債合計 15,891,466 14,057,595

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,350,704 2,350,704

  資本剰余金 1,601,404 1,601,404

  利益剰余金 64,061,269 66,300,344

  自己株式 △2,072,328 △2,072,976

  株主資本合計 65,941,050 68,179,477

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 5,803,903 6,251,656

  為替換算調整勘定 △850,251 △948,778

  退職給付に係る調整累計額 △53,031 △50,216

  その他の包括利益累計額合計 4,900,620 5,252,661

 少数株主持分 2,417,143 2,494,601

 純資産合計 73,258,814 75,926,740

負債純資産合計 89,150,281 89,984,335
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 14,549,942 15,541,211

売上原価 11,493,294 12,325,720

売上総利益 3,056,648 3,215,490

販売費及び一般管理費 2,275,931 2,337,612

営業利益 780,716 877,878

営業外収益   

 受取利息 5,403 3,628

 受取配当金 177,018 252,439

 負ののれん償却額 15,020 702

 持分法による投資利益 - 47,159

 為替差益 5,381 1,871

 その他 30,235 59,077

 営業外収益合計 233,060 364,877

営業外費用   

 支払利息 280 218

 固定資産除却損 2,977 446

 持分法による投資損失 8,725 -

 貸倒引当金繰入額 - 1,880

 その他 319 254

 営業外費用合計 12,303 2,799

経常利益 1,001,473 1,239,956

税金等調整前四半期純利益 1,001,473 1,239,956

法人税、住民税及び事業税 42,988 135,399

法人税等調整額 329,624 276,145

法人税等合計 372,613 411,545

少数株主損益調整前四半期純利益 628,860 828,410

少数株主利益 22,885 24,332

四半期純利益 605,974 804,078
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 628,860 828,410

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 538,975 471,830

 為替換算調整勘定 314,015 △103,706

 退職給付に係る調整額 - 2,808

 その他の包括利益合計 852,991 370,932

四半期包括利益 1,481,851 1,199,343

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,422,483 1,156,119

 少数株主に係る四半期包括利益 59,368 43,224
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【注記事項】

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

　持分法適用の範囲の変更

当第１四半期連結会計期間より、持分法非適用関連会社であった山本運輸㈱及びJAPAO LOGISTICA LTDA.は、

重要性が増したことにより、持分法の適用の範囲に含めております。
 

 

(会計方針の変更等)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を変更して

おります。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る資産が712,759千円、利益剰余金が1,351,800千

円、少数株主持分が46,148千円増加し、退職給付に係る負債が1,463,974千円減少しております。なお、当第１四

半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

　　保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

飛島コンテナ埠頭㈱   

連帯保証額 9,761,150千円 　9,638,048千円

（契約上の当社負担額） (536,863) (530,092)

名古屋ユナイテッドコンテナ
ターミナル㈱

758,334 738,543
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)及び負ののれんの償却額は、次のとおりで

あります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

減価償却費 499,304千円 585,713千円

負ののれんの償却額 15,020 702
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 300,398 10.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 300,330 10.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：千円)

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２ 

港湾運送および
その関連

賃貸 計

売上高      

 外部顧客への売上高 14,392,285 157,656 14,549,942 ― 14,549,942

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― 26,539 26,539 △26,539 ―

計 14,392,285 184,196 14,576,482 △26,539 14,549,942

セグメント利益 651,369 126,528 777,897 2,819 780,716
 

(注) １　セグメント利益の調整額2,819千円は、主にセグメント間取引の調整であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：千円)

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２ 

港湾運送および
その関連

賃貸 計

売上高      

 外部顧客への売上高 15,339,949 201,261 15,541,211 ― 15,541,211

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― 27,960 27,960 △27,960 ―

計 15,339,949 229,222 15,569,171 △27,960 15,541,211

セグメント利益 729,522 144,959 874,481 3,396 877,878
 

(注) １　セグメント利益の調整額3,396千円は、主にセグメント間取引の調整であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

　　１株当たり四半期純利益金額 20円17銭 26円77銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 605,974 804,078

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 605,974 804,078

   普通株式の期中平均株式数(千株) 30,039 30,032
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【その他】

 

　　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年８月６日

名港海運株式会社

取締役会  御中

 

有限責任監査法人トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   平   野   善   得   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   奥   田   真   樹   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている名港海運株式会

社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、名港海運株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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